
R6.10.1 施行 

愛知県被災宅地危険度判定実施要綱 
（目的） 
第１条 この要綱は、被災宅地危険度判定連絡協議会（以下「全国協議会」という。）にお

いて定められている被災宅地危険度判定実施要綱を円滑に推進するため、愛知県と

して行うべき宅地判定士の養成および登録並びに連絡支援体制等について定め、被

災宅地危険度判定の実施を円滑に行うことを目的とする。 
（県の責務） 
第 2 条 県は、危険度判定の実施に関する事項について、県内の市町村及び関係団体等と

協議するものとする。 
２ 県は、市町村の協力を得て、危険度判定に関する講習会を開催し、宅地判定士の

養成に努めるとともに、宅地判定士の登録及び更新に関する事務を行うものとする。 
３ 県は、国、他の都道府県及び関係団体等と連携して、危険度判定の円滑な実施の

ための体制の整備を図るとともに、危険度判定について、住民に周知させるため必

要な処置を講じるものとする。 
（市町村の協力） 
第３条  市町村は、県が行う危険度判定の実施に関する事項等について、協力するものとす

る。                                   
（宅地判定士の協力） 
第４条  宅地判定士は、常に危険度判定に関する知識の習熟に努めるとともに、県及び市町

村が行う危険度判定の円滑な実施のため、協力するよう努めるものとする。 
（講習会） 
第５条 宅地判定士の登録を申請しようとする者は、県が主催する被災宅地危険度判定士

養成講習会（以下「講習会」という。）を受けなければならない。 
  ２ 講習会は、次の各号に掲げる内容につき、必要な講習を行うものとする。 
   一 被災宅地危険度判定制度 
   二 被災宅地危険度判定技術 
（登録等） 
第６条 宅地判定士は、県内に在住又は勤務する、次の各号のいずれかに該当する者で、

講習会を修了した者の中から登録するものとする。 
一 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第２２条各号

又は都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第１９条第１号イからト

に該当する者。 
二 国又は地方公共団体等の職員及び職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に

関する技術に関して３年以上の実務経験を有する者。 
三 国又は地方公共団体等の職員及び職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に
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関して１０年以上の実務経験を有し、知事が認めた者。 
２ 知事は、前項の規定にかかわらず、前項各号に定める者と同等以上の知識及び経験

を有していると認めた者を宅地判定士として登録することができる。 
３ 登録の有効期間は、当該登録を受ける者が、最後に受講した講習会の修了の日から

５年後の応答日の属する年度の末日までとする。 
（登録証の交付） 
第７条 前条の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、被災宅

地危険度判定士登録を知事に申請するものとする。 
  一 資格を証明するもの又は実務経験を証明するもの 
  二 写真（申請前６ヶ月以内に撮影された無帽、正面、上半身、背景がないのもので、

寸法は縦３ｃｍ×横２．４ｃｍの写真（以下「写真」という。）） 
  ２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が宅地判定士とし

て適格と認めた場合は、被災宅地危険度判定士名簿（以下「名簿」という。）に登録

するとともに、被災宅地危険度判定士登録証（以下「登録証」という。）を交付する

ものとする。 
  ３ 知事は、第１項の規定による申請があった場合において、申請者が宅地判定士と

して適格でないと認めたときは、登録しないものとする。この場合においては、知

事は、申請者にその旨を通知しなければならない。 
（申請事項の変更） 
第８条 宅地判定士は、前条第１項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、被

災宅地危険度判定士登録事項変更届により知事に届け出るものとする。 
  ２ 知事は、前項の規定による届け出があった場合は、名簿の修正をするものとする。 
（登録の更新） 
第９条 登録の更新を受けようとする者は、有効期間中に新たに講習会を修了した場合、

又は知事が講習会を修了した者と同等の知識を有すると認めた場合において、被災

宅地危険度判定士登録更新を知事に申請するものとする。 
  ２ 知事は、前項の規定による申請があったときは、名簿に更新した旨を記載すると

ともに、申請者に登録証を交付するものとする。 
（登録証の再交付） 
第１０条 宅地判定士は、登録証を紛失し又は汚損した場合は、被災宅地危険度判定士登

録証再交付申請書（以下「再交付申請書」という。）により知事に再交付を申請しな

ければならない。 
２ 知事は、前項の規定による申請があった場合は、申請者に登録証を再交付するも

のとする。 
３ 前項の規定により登録証の再交付を受けた宅地判定士は、紛失した登録証を発見

第15-1-360



R6.10.1 施行 

したときは、速やかに当該登録証を知事に返納するものとする。 
（登録の辞退） 
第１１条 宅地判定士は、登録を辞退しようとするときは、被災宅地危険度判定士登録辞

退届に登録証を添えて知事に届け出るものとする。 
２ 知事は、前項の規定による届出があった場合は、登録を取り消すものとする。 

（連絡体制） 
第１２条 県は、名簿を常時保管するとともに、連絡網を整備し、県内の被災した市町村

及び他の都道府県並びに国から宅地判定士の派遣要請を受けたときは、宅地判定

士に対しすみやかに協力を依頼するものとする。 
（判定資機材の確保） 
第１３条 県及び市町村は、危険度判定に必要な資機材の備蓄に努めるとともに、常時適

正に保管し、宅地判定士が活動する場合は、必要な範囲内においてすみやかに貸

し出しするものとする。 
（訓練への参加） 
第１４条 全国協議会による訓練が行われる場合は、積極的に参加するものとする。 
（実施細目） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか、宅地判定士の登録、連絡支援体制等に関し必要

な事項は、別に定める。 
附 則 

この要綱は、平成１５年８月２１日から施行する。 
この要綱は、平成２１年１２月９日から施行する。 
この要綱は、令和３年９月２７日から施行する。 
この要綱は、令和５年８月３日から施行する。 
この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 
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愛知県下水道事業における災害時支援に関する要領 
 

（目的） 

第１条 この要領は、愛知県、県内の市町（名古屋市を除く）が実施する下水道事業

において大規模な災害が発生した場合及び下水道事業中部ブロック支援に関する

ルール（以下「中部ルール」という。）に基づく支援要請または下水道事業における

災害時支援に関するルール（以下「全国ルール」という。）に基づく広域支援要請を

受けた場合の支援体制等について必要な事項を定めるものとする。 

なお、本要領における支援は、全国ルール解説８に記載のある「応援」、「派遣」

を含む広義の支援に関するものとする。 

 

（対策本部の設置） 

第２条 災害時の指揮、総括を行う場として、愛知県下水道対策本部（以下「対策本

部」という。）を県建設局上下水道課内に設置し、上下水道課は上下水道課指導管理

室と協力して対応する。なお、対策本部長には県建設局上下水道課長があたり、上

下水道課指導管理室長が対策本部長の補佐にあたる。 

２ 対策本部は、次の場合に設置する。 

（１）県内で震度５強以上の地震が発生した場合 

（２）震度５弱以下の地震またはその他の災害が発生し、下水道施設が被災した市町

から支援要請を受けた場合 

（３）その他災害が発生し、県建設局上下水道課が下水道施設の被害状況等を勘案し、

中部ルールにおける幹事県と調整の上、必要と判断した場合 

３ 対策本部は、設置した旨を県建設事務所、（公財）愛知水と緑の公社及び市町（以

下、「県内各機関」という。）に速やかに連絡するものとする。 

 

（対策本部の解散） 

第３条 対策本部は、次の場合に解散する。 

（１）支援を要請した市町が対策本部の解散要請を行った場合 

（２）対策本部長が被災した市町の復旧状況等を勘案し、当該市町と協議のうえ、対

策本部による業務の必要が無くなったと認める場合 

２ 対策本部は、解散した旨を県内各機関に速やかに連絡するものとする。 

 

（対策本部の業務） 

第４条 対策本部の業務は、次のとおりとする。 

（１）情報収集、広報等の対応 

（２）被災した市町の支援を行う自治体等の調整 

（３）県内での対応が困難と判断される場合、中部ルールに基づく支援要請 

（４）その他必要な業務 
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（情報伝達体制） 

第５条 対策本部（設置されていない場合は県建設局上下水道課。以下同じ。）及び県

内各機関における被害状況の報告や支援要請等の情報伝達は、別紙１の連絡体系に

従い行うことを原則とする。 

２ 対策本部は、その情報の性質を考慮して、関係する県内各機関に一斉連絡を行う

ことができるものとする。 

３ 対策本部は、前項の一斉連絡を行う場合、受信確認の要否や報告時における連絡

体系等を適宜指定するものとする。 

４ 情報伝達手段は電子メールを基本とし、電子メールが使用できない場合は防災Ｆ

ＡＸ等を用いることとする。 

 

（被害状況の報告） 

第６条 県内各機関は、震度５弱以上の地震が発生した場合またはその他の災害が発

生し下水道施設に被害を受けた場合、被害状況を対策本部に報告するものとする。

なお、流域関連公共下水道を管理する市町は、流域下水道を所管する県建設事務所

へもあわせて報告するものとする。 

２ 前項に定める報告において、対策本部から特に指定がない場合は、下記を基本と

する。 

（１）発災後２時間以内に第１報を【県ルール様式１】により報告 

（２）発災後２４時間以内に第２報を別に国の定めた様式により報告 

（３）第３報以降は、前回の報告を１５時時点の情報に更新して毎日報告 

３ 対策本部は、前項までに定める報告を受けた場合、県内の被害状況を整理し、県

内各機関に適宜情報提供するものとする。 

 

（支援の要請） 

第７条 県建設事務所及び市町は、他の自治体の支援を受けようとする場合、必要な

人員、資器材の数量等を明らかにした上で、対策本部に【県ルール様式２】により

要請するものとする。なお、緊急的な調査に要する経費は、原則支援する側の負担

とし、本復旧のための調査及び業務等については支援を受ける側の負担とする。ま

たこれに定めのない事項については別途協議とする。 

２ 支援を要請した市町は復旧状況等を勘案し、対策本部による業務の必要が無くな

ったと判断した場合、対策本部に解散要請を行うものとする。 

 

（支援活動準備） 

第８条 対策本部は、中部ルールに基づく支援要請または全国ルールに基づく広域支

援要請を受けた場合、第５条第２項に規定する連絡手段により、速やかに県建設事

務所及び市町に支援活動可能体制の報告依頼を行うものとする。 
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２ 前項の報告依頼を受けた県建設事務所及び市町は、速やかに支援活動の可否を検

討し、対策本部に報告するものとする。 

 

（連絡窓口） 

第９条 県内各機関においては、毎年度当初、下水道事業における災害時支援に関す

る連絡窓口を定め、県建設局上下水道課に報告するものとする。 

２ 県建設局上下水道課は前項により提出された県内各機関の連絡窓口をとりまと

め、県内各機関に配布するものとする。 

 

（資器材等のリスト） 

第１０条 県内各機関においては、毎年度当初、支援に提供可能な資器材等のリスト

を県建設局上下水道課に報告するものとする。 

２ 県建設局上下水道課は前項により提出された資器材等のリストをとりまとめ、県

内各機関に配布するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第１１条 県建設局上下水道課は、毎年、災害時を想定した訓練等を実施するものと

する。 

 

（その他） 

第１２条 この要領に定めがない場合及び要領によりがたい場合は、協議して決める

ものとする。 

 

附則 

１ この要領は、平成１６年１０月１２日から施行する。 

２ この要領は、平成２１年 ４月 ３日から施行する。 

３ この要領は、平成２２年 ２月１０日から施行する。 

４ この要領は、平成２４年１２月２０日から施行する。 

５ この要領は、平成２６年 ２月２８日から施行する。 

６ この要領は、平成２８年１２月 １日から施行する。 

７ この要領は、平成３０年 ３月２０日から施行する。 

８ この要領は、平成３０年１２月２８日から施行する。 

９ この要領は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

１０ この要領は、令和３年 ３月 １日から施行する。 

１１ この要領は、令和６年 ４月 １日から施行する。 
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別紙１　連絡体系 （要領　第５条第１項関係）

（公財）愛知水と緑の公社
下水道部管理課

愛知県尾張建設事務所

瀬戸市

春日井市

小牧市

尾張旭市

豊明市 ※知立建設にも報告

日進市

清須市

北名古屋市 （※新川西部処理区は尾張建設にも報告）

長久手市

東郷町 ※知立建設にも報告

豊山町

五条川左岸浄化センター

新川東部浄化センター

新川西部浄化センター

愛知県一宮建設事務所

一宮市

犬山市 ※五条川左岸処理区は尾張建設にも報告

江南市

稲沢市 （※新川西部処理区は尾張建設にも報告）

岩倉市 ※五条川左岸処理区は尾張建設にも報告

大口町 ※五条川左岸処理区は尾張建設にも報告

扶桑町

（公財）愛知水と緑の公社
尾張西部事業所

日光川上流浄化センター

（公財）愛知水と緑の公社
尾張西部事業所

五条川右岸浄化センター

愛知県海部建設事務所

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

（公財）愛知水と緑の公社
尾張西部事業所

日光川下流浄化センター

愛知県知多建設事務所

半田市

常滑市

東海市

大府市 ※知立建設にも報告

知多市

阿久比町

東浦町 ※境川処理区は知立建設にも報告

武豊町

（公財）愛知水と緑の公社
矢作川境川事業所

衣浦西部浄化センター

愛知県西三河建設事務所

岡崎市

西尾市

幸田町

（公財）愛知水と緑の公社
矢作川境川事業所

矢作川浄化センター

愛知県知立建設事務所

碧南市

刈谷市

安城市 ※矢作川処理区は西三河建設にも報告

知立市

高浜市

（公財）愛知水と緑の公社
矢作川境川事業所

境川浄化センター

（公財）愛知水と緑の公社
矢作川境川事業所

衣浦東部浄化センター

愛知県豊田加茂建設事務所

豊田市
※矢作川処理区は西三河建設にも報告
※境川処理区は知立建設にも報告

みよし市 ※知立建設にも報告

愛知県新城設楽建設事務所

新城市 ※東三河建設にも報告

設楽町

東栄町

愛知県東三河建設事務所

豊橋市

豊川市

蒲郡市

田原市

（公財）愛知水と緑の公社
豊川事業所

豊川浄化センター

（公財）愛知水と緑の公社
尾張北部事業所

対策本部
（愛知県建設局上下水道課）

第15-1-412



様式番号 内容 作成機関 参照

【県ルール様式１】
　被害報告（第１報）
　　施設稼働状況、通信の状況等

県建設事務所
公社事業所

市町

第６条
第２項

　支援要請依頼書 市町
第７条
第１項

　支援要請調書（人員）
県建設事務所
公社事業所

市町

第７条
第１項

　支援要請調書（資機材）
県建設事務所
公社事業所

市町

第７条
第１項

（令和６年４月１日 改正）

愛知県下水道事業における災害時支援に関する要領

様式一覧

【県ルール様式２】

第15-1-413



【県ルール様式１】被害報告（第１報）  （要領　第６条第２項（１）関係）

機関名

報告日時

（※現時点で不明なものは空欄としてください）

（※現時点で不明なものは空欄としてください）

その他（連絡事項など）

発信者

連絡先 （ＴＥＬ・携帯電話・無線）

施設被害 　　　被害なし 　　　被害あり 　　　確認中

処理区名

処理区名

処理場の状況　（対象 ： 公社事業所・市町） 　　　 対象施設なし

下水・し尿等
受入可否

　　　可能 　　　不可能 　　　確認中

稼働状況 　　　水処理可能
　　　揚水可能
　　　(水処理に支障あり)

　　　流入制限あり 　　　受入不能 　　　確認中

処理場の状況

稼働状況や処理機能の状況等について記載してください。　（記入欄が足りない場合は別紙を添付してください）

管きょの状況　（対象 ： 県建設事務所・市町）

施設被害 　　　被害なし 　　　被害あり 　　　確認中

使用制限
緊急放流など

　　　実施している
　　　実施する予定
　　　(現状では未実施)

　　　実施しない 　　　確認中

管きょの
流下能力

　　　支障なし 　　　支障あり 　　　確認中

ポンプ場の
揚水能力

　　　支障なし 　　　支障あり 　　　確認中

管きょの状況

流下能力の状況等について記載してください。　（記入欄が足りない場合は別紙を添付してください）

ポンプ場の状況　（対象 ： 公社事業所・市町） 　　　 対象施設なし

施設被害 　　　被害なし 　　　被害あり 　　　確認中

ポンプ場の状況

被害ありの場合はポンプ場名とその状況を記載してください。　（記入欄が足りない場合は別紙を添付してください）

通信の状況（建設事務所・市町庁舎用）

電話 　　　ＮＴＴ回線 　　　防災行政無線 　　　衛星携帯電話

メール 　　　通常のアドレス

ファックス 　　　ＮＴＴ回線 　　　防災ファックス

ファックス 　　　ＮＴＴ回線

その他の手段
連絡先など

通信の状況（公社事業所・処理場用）

電話 　　　ＮＴＴ回線 　　　防災行政無線 　　　衛星携帯電話

その他の手段
連絡先など

メール 　　　通常のアドレス

第15-1-414



【県ルール様式２】支援要請依頼書 （要領 第７条第１項関係） 

 

○○○第     号 

○○ 年  月  日 

愛知県建設局上下水道課長 殿 

 

○○市（町）○○○課長 

 

○○○地震に係る災害支援要請について（依頼） 

 

○○地震により、本市（町）の下水道施設に甚大な被害が発生しており、本市（町）独自では対

応が困難のため、下記のとおり支援を要請します。 

 

記 

 

１．対象区域    ○○市（町）全域 

 

２．要請内容    別添「支援要請調書」のとおり 

 

３．費  用    支援者側の負担によりお願いいたします 

 

 

担 当 ： 

電 話 ： 

ＦＡＸ ： 

メール ： 

 

第15-1-415
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県
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２
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支

援
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調

書
（
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）
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第

７
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係
）

事
務

所
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：
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①
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日
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日
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日
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日
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日
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1
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○
月
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日

○
月

○
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○
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○
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○
日
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日
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○
日

○
月

○
日

○
月

○
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○
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○
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月
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日
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月
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日

○
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○
日

0

②
処
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場

・
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プ

場
関
連

災
害

発
生

日
1
日

後
2
日

後
3
日

後
4
日

後
5
日

後
6
日

後
7
日

後
8
日

後
9
日

後
1
0
日

後
1
1
日

後
1
2
日

後
1
3
日

後
1
4
日

後
1
5
日

後
1
6
日

後
1
7
日

後
1
8
日

後
1
9
日

後

○
月

○
日

○
月

○
日

○
月

○
日

○
月

○
日
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月

○
日
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月
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日
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月
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月
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○
日

○
月

○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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計
（
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0
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．
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援
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請

３
．

備
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計
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人

）

市
町

名
職

　
種

必
要

人
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（
人
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計
（
人

）

市
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名

必
要
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（
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・別
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県
ル
ー
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様
式
２
（
資
機
材
）
）
に
必
要
な
資
機
材
を
記
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な
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ー
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様
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２
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支

援
要

請
調

書
（

人
員

）
（

要
領

　
第

７
条

第
１

項
関

係
）

Ⅰ
．

管
路

施
設

に
つ

い
て

（
注

１
）

一
次

調
査

は
目

視
に

よ
り

、
マ

ン
ホ

ー
ル

・
管

き
ょ

周
辺

路
面

の
異

常
の

有
無

及
び

マ
ン

ホ
ー

ル
本

体
の

異
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の
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無
を

確
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し
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応

じ
て

計
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行
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表
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を
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。

※
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い
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事
業

災
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時
中
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ブ

ロ
ッ

ク
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０
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。
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。
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B
C
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ニ
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0
2
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然
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害
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）
P
8
6
よ

り

Ⅱ
．

処
理
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ポ
ン

プ
場
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い
て

（
注

１
）

一
次

調
査

は
以

下
の

お
り

と
し

ま
す
。

　
（

１
）

土
木

、
建

築
関
連

　
　

　
処

理
場

の
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の
漏

水
、

ク
ラ

ッ
ク

発
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の
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度
、

エ
キ

ス
パ

ン
シ
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ン

ジ
ョ

イ
ン
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。
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械
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の
機

能
を

回
復

さ
せ

る
た

め
、

重
要

度
の

高
い

機
器

、
配

管
等

を
優

先
し

て
調

査
す

る
。
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気
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備

　
　

　
緊
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査
に

よ
り

判
明

し
た

電
気
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（
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災
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中
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ク
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。
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。
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【
県

ル
ー

ル
様

式
２

】
支

援
要

請
調

書
（

資
機

材
）

（
要

領
　

第
７

条
第

１
項

関
係

）

尾 張 建 設 事 務 所

瀬 戸 市

春 日 井 市

小 牧 市

尾 張 旭 市

豊 明 市

日 進 市

北 名 古 屋 市

清 須 市

長 久 手 市

東 郷 町

豊 山 町

一 宮 建 設 事 務 所

一 宮 市

犬 山 市

稲 沢 市

岩 倉 市

江 南 市

大 口 町

扶 桑 町

海 部 建 設 事 務 所

津 島 市

愛 西 市

弥 富 市

あ ま 市

大 治 町

蟹 江 町

知 多 建 設 事 務 所

半 田 市

常 滑 市

東 海 市

大 府 市

知 多 市

阿 久 比 町

東 浦 町

南 知 多 町

美 浜 町

武 豊 町

1
ト

ラ
ン

シ
ッ

ト
台

2
レ

ベ
ル

台
3

ス
タ

ッ
フ

台
4

ポ
ー

ル
台

5
巻

尺
個

6
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

台
7
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デ

オ
カ

メ
ラ

台
8

ビ
デ

オ
デ

ッ
キ

台
9

黒
板

＋
チ

ョ
ー

ク
（
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド

を
含

む
）

セ
ッ

ト
1
0

パ
ー

ソ
ナ

ル
無

線
（
ﾄﾗ

ﾝ
ｼ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

）
セ

ッ
ト

1
1

懐
中

電
灯

個
1
2

投
光

器
（電

源
エ

ン
ジ

ン
付

）
台

1
3

発
電

機
　

1
0
0V

　
二

相
２

線
式

台
1
4

発
電

機
　

2
0
0V

　
三

相
４

線
式

台
1
5

キ
ャ

プ
タ

イ
ヤ

ケ
ー

ブ
ル

台
1
6

水
中

ポ
ン

プ
　

口
径

1
00

台
1
7

水
中

ポ
ン

プ
　

口
径

1
50

台
1
8

ホ
ー

ス
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中
ポ

ン
プ

用
）
　

口
径

1
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ｍ
1
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ホ
ー
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中
ポ

ン
プ

用
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径

1
50

ｍ
2
0

作
業

車
両

台
2
1

小
型

ダ
ン

プ
ト

ラ
ッ
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台

2
2

小
型

ク
レ

ー
ン

車
台

2
3

高
圧

洗
浄

車
台

2
4

汚
泥

吸
引

車
台

2
5

浚
渫

土
砂

運
搬

車
台

2
6

給
水

車
台

2
7

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
台

2
8

管
内

調
査

用
T
V

カ
メ

ラ
　

本
管

用
台

2
9

　
　

〃
　

　
取

付
管

用
（
簡

易
な

タ
イ

プ
を

含
む

）
台

3
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

カ
ッ

タ
ー

台
3
1

陶
管

カ
ッ

タ
ー

台
3
2

高
速

切
断

機
台

3
3

ガ
ス

切
断

機
台

3
4

転
圧

用
コ

ブ
ラ

台
3
5

チ
ェ

ー
ン

ソ
ー

台
3
6

電
動

ハ
ン

マ
ー

台
3
7

溶
接

機
台

3
8

空
気

呼
吸

器
台

3
9

酸
素

マ
ス

ク
個

4
0

酸
素

ボ
ン

ベ
本

4
1

空
気

圧
縮

機
台

4
2

吸
入

用
風

管
本

4
3

通
風

機
（排

気
（送

気
）装

置
）

台
4
4

は
し

ご
本

4
5

命
綱

本
4
6

複
合

型
ガ

ス
検

知
器

台
4
7

酸
素

濃
度

計
個

4
8

バ
リ

ケ
ー

ド
基

4
9

カ
ラ

ー
コ

ー
ン

個
5
0

虎
ロ

ー
プ

本
5
1

規
制

標
識

枚
5
2

ス
コ

ッ
プ

本
5
3

防
水

シ
ー

ト
枚

5
4

土
の

う
袋

袋
5
5

常
温

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

袋
5
6

テ
ン

ト
（
運

動
会

の
本

部
で

使
う

タ
イ

プ
）

基
5
7

折
り

た
た

み
机

（会
議

テ
ー

ブ
ル

）
台

5
8

折
り

た
た

み
椅

子
脚

5
9

簡
易

ト
イ

レ
基

照 明 排 水 機 材

記 録 連 絡

器 具

測 量 器 具分
類

資
機

材
名

単
位

前
線

基
地

設
営

機
材保 安 機 材管 ・ マ ン ホ ー ル 使 用 機 材

管
調

査

車 両 関 係

県
　

建
　

設
　

事
　

務
　

所
　

及
　

び
　

市
　

町
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台
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＋
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ﾊ
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光
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台
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台
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災害時における安否不明者・行方不明者・死者の氏名の 

公表方針について 
 

１ 趣旨 

災害時における安否不明者・行方不明者・死者の氏名公表については、公

表の考え方を明示しておくことで、迅速かつ的確な災害対応に資するため、

県が公表する際の方針を整理するもの。 
 

２ 公表方針 

○ 安否不明者・行方不明者の氏名公表 

以下の全てに該当する場合に、個人情報の保護に関する法律第６９条第１

項「利用目的内の利用」に該当するものとして氏名を公表し、早期の安否確

認につなげる。 
 

①氏名を公表することで救出・救助活動の円滑化・迅速化に資すると見込ま

れること。 

②市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置(※)されていないこと。 

※ ストーカーやＤＶの被害者など、所在情報を秘匿する必要がある方を保護するための措置 
 

○ 死者の氏名公表 

事実の明確化と知る権利に応えるため、プライバシーや遺族の心情への配

慮も踏まえ、以下の全てに該当する場合に、氏名を公表する。 
 

①死亡の事実及び身元情報が確定していること 

②市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと。 

③（死者に遺族がいる場合）遺族の同意があること。 

 

○ ただし、災害の状況や被災者の事情等はその都度異なるため、実際の公表に

あっては、関係市町村の意向、県警察との調整等を総合的に勘案し、災害の

態様等に応じて、個別に判断の上公表する。 

 

【参考：用語の定義】 

  安否不明者：当人と連絡が取れず安否がわからない者 

  行方不明者：災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者 

  死 者：災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認できないが、死亡したことが確実な者 
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